
　　

　　　　　　　　　ドライバーへのお願い！！
　夜間、早朝の時間帯は歩行者や自転車が見えにくく、発見が遅
れる場合があります。わき見運転やながら運転をなくして常に前
方を注視して運転しましょう。

～２月２日（月）から２月８日（日）までの７日間～

令和8年2月

号　　外

　　　（一社）滋賀県トラック協会　安全環境委員会

　　　１月２３日（金）から１月３１日（土）までの８日間に、県内で３
　　件３名の高齢者死亡事故が発生しました。
　　　滋賀県交通対策協議会(会長：滋賀県知事)から、多発する高齢者死
　　亡事故に歯止めをかけるため、「高齢者事故多発警報」が発令されま
　　した。
　　　発令期間は、令和８年２月２日（月）から２月８日（日）までの７
　　日間です。
　　　会員各位にあっては、歩行者、自転車に対する事故防止として、歩
　　行者ファースト、高速道路においては追突防止のための安全な車間距
　　離の保持について、点呼時における交通安全指導を徹底していただく
　　など、各事業所における死亡事故防止に特段の配意をお願いします。

交通安全ニュース

「高齢者事故多発警報」の発令


